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２０１９年度 全社対策本部  

防災訓練（総合訓練）実施計画書 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

安全・品質本部 

安全推進部 

  



 

１．訓練の目的 

本訓練は、原子力災害発生時における事業部の緊急時対応に対して、全社対策本部が、ＥＲＣ、自

治体等の対外対応、原子力事業所災害対策支援拠点の運営、他原子力事業者および原子力緊急事態支

援組織との連携などの支援活動を適切に実施できるよう、全社対策本部の組織・要員の緊急時対応能

力を維持・向上させることを目的として実施する。 

また、本訓練は、「全社対策本部 原子力防災訓練中期計画」に基づき、「実効性の向上」をねらい

とし、前年度訓練の課題改善・検証等を行い、さらなる原子力災害に対する緊急時対応能力の向上を

図る。具体的な達成目標、検証項目は以下のとおり。 

 

（１）達成目標：前年度訓練において抽出した課題について改善する。 

検証項目：前年度訓練において抽出した課題に対する改善策が有効に機能していること。 

 

（２）達成目標：事業部の緊急時対応に対する支援活動を適切に実施する。 

検証項目：原子力事業者防災業務計画で定める全社対策本部の任務を適切に遂行できること。 

  

２．実施日時および対象施設 

実施日時（予定） 対象施設 

2019年 10月 29 日（火）13:30～16:30 低レベル放射性廃棄物埋設施設 

2019年 11月 26 日（火）13:30～16:30 ウラン濃縮施設 

2019年 12月 17 日（火）13:00～16:00 再処理施設および高レベル廃棄物管理施設 

 

３．実施体制、評価体制および訓練対象者 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供（※2） 

情報提供（※1） 



 

（２）評価体制 

全社対策本部室等に評価者を配置し、評価者による評価および訓練終了後に訓練参加者による振

り返り等を通じて、検証項目に対する評価、改善事項の抽出等を行う。 

 

（３）訓練対象者 

  全社対策本部要員 

 

４．防災訓練の項目および主な訓練内容 

（１）訓練項目 

原子力事業者防災業務計画に定める「その他必要と認める訓練」として、以下を実施する。 

ａ.全社対策本部運営訓練 

ｂ.即応センター運営（ＥＲＣ対応）訓練 

ｃ.原子力事業所災害対策支援拠点設営訓練 

ｄ.広報対応訓練 

 

（２）主な訓練内容 

ａ.全社対策本部運営訓練 

・施設の発災状況を踏まえ、全社対策本部の設置および全社対策本部要員の招集を行う。 

・事務本館で勤務する社員の避難誘導、会社全体の安否確認を行う。 

・事業部対策本部から事故・プラントの状況、進展予測と事故収束対応戦略、戦略の進捗状況等

の情報について、適宜収集し、全社対策本部内（即応センター、東京班、青森班を含む。）で情

報共有する。 

 ・社外からの問合せに対して対応するとともに、対応状況を管理する。 

・環境モニタリング情報を把握し、有意な変動があれば、適宜本部内に報告する。 

・原子力事業者間協力協定等に基づき、他原子力事業者への情報連絡および協力要請を行う。 

・オフサイトセンターに要員を派遣し、全社対策本部に情報連絡する。 

 

ｂ.即応センター運営（ＥＲＣ対応）訓練 

・原子力規制庁（ＥＲＣプラント班）に対して、統合原子力防災ＮＷテレビ会議システム（イン

ターネットテレビ会議システム）等を用いて情報共有を行う。 

 

ｃ.原子力事業所災害対策支援拠点設営訓練 

・原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第１０条該当事象発生確認後、第１千歳

平寮に要員を派遣し、原子力事業所災害対策支援拠点を設置する。 

 ・原子力事業所災害対策支援拠点において、通信資機材を立上げ、全社対策本部に情報連絡する。 

 

ｄ.広報対応訓練 

・施設の発災状況に応じてプレス資料を作成する。 



 

・記者会見を実施し、施設の事故状況の説明、記者からのＱＡ対応を行う。 

 

５．想定事象 

原災法第 15条事象に至る原子力災害を想定する。 

  なお、訓練参加者に対しては、訓練シナリオを事前に通知しない「シナリオ非提示型」により実施

することとし、訓練中に適宜、事象想定やインフラの使用可否の情報を付与する。 

 

６．前年度訓練課題の対策の評価 

前年度訓練における課題について、別紙１および別紙２に基づき、対策の有効性を評価する。 

 

以上 

 

（別紙） 

１．2018年度原子力防災訓練における課題および対策（原子力規制庁コメント） 

２．2018年度原子力防災訓練における課題および対策（社内コメント）（添付略） 



別紙１

1

№ 区分 課　題 対　策

1 濃縮

ERCに送付する資料について、ＦＡＸ送付する必要がないものも送付され
ていた。資料送付について情報フロー上で整理すること。

・通報文を優先してＦＡＸ送信する手順とする。
・通報文とＥＲＣ説明資料を複数台設置しているＦＡＸで分けて送信するよう
にする。

2 濃縮

ＥＲＣに送付する資料について、タイトルがないものがあり何のために送
付したものか不明なもの、手書きで追記した時間等が何を意味するのか
不明なものがあった。

・送付資料タイトルについて検討する。
・資料に記載する時間は何の時間か明確にする。

3 濃縮

ERCに送付する資料について、付番の付け方が、規制庁と同じ付け方と
なり、分かり辛かった。

・「濃縮①」というように、わかりやすい付番方法に変更する。

4 濃縮

ＥＲＣに送付または説明する資料について、文字サイズが小さいもの、手
書きで文字が潰れているものがあった。

※配色は5と同旨

・資料のフォントについて、大きくできるものは大きくする。出来ないものは
拡大して書画装置に写す等の配慮をする。
・書画装置で表示でき、かつ文字が潰れないペンを選定する。
・色については、背景色をできるだけ薄くする等、FAX送付後、白黒になっ
ても読めるような配色にする。

5 濃縮

ERCに送付する資料について、カラーの資料が配色により、視認性が悪
かった。

・見づらい配色を行っている資料については視認性の確認を行い配色を見
直す。
・FAX用資料とスキャナー用資料を区別し、ＦＡＸ送付前に一枚ずつ確認す
る運用とする。

6 濃縮

ERCに送付する資料について、FAXで送付した設備配置図の視認性が悪
かった。

視認性を考慮し、必要に応じて白黒の資料であっても、電子データからプリ
ンタし、ＥＲＣリエゾンで追記して配布する等の対応を実施する。

7 濃縮

TV会議での説明において、書画装置のON/OFFを適時に切り替えできな
かった。

書画装置に資料を写していないときはＯＦＦにする運用に定め要員に対し
て周知する。

8 濃縮

単独発災、３事業部同時発災等の際の即応センターの運用について明
確にすること。

今年度の訓練結果を踏まえ、ＥＲＣ対応場所の運用を明確にする。
【検討中】

9 埋設

TV会議での説明において、発話者が分かるように名札を用意したが、画
面から見切れていて見えていなかった。

リエゾンよりフィードバックを行う。

10 埋設

OFCへの要員派遣に関する報告について、何のために（役割）、何名を派
遣したかの情報が欠けていた。

要員派遣目的、人数等具体的な内容についても説明を行うよう周知する。

11 埋設

全社対策本部と埋設事業部対策組織の時系列情報が別々に作成されて
おり、全体としての時系列が把握し難かった。

全社対策本部と協議し、システムの変更が必要か否かを含めて今後の対
応について検討する。

12 埋設

ERCに送付する資料について、「廃棄モニタリング設備配管系統図」に
チェックをしてあったが、これは何を示す目的で記載したのか不明であっ
た。

ERC担当者に対し、相手に伝わる様に意識して手書きで補足する。今回の
例であれば、検出器と記載する、または、ＲＥに○をつけ凡例の「ＲＥ：放射
線検出器」と結びつける等の対応を行う。

13 埋設

全社対策本部の時系列に食料、水の在庫状況が記載されていたが、単
位が記載されていなかった。

各班にメモ書きには単位を記載するよう全社対策本部要員の心得に注意
事項として記載して周知する。

14 再処理

ERCへ送付した資料のTV会議での説明がなかったり、TV会議で説明し
ているのに配付されないことがあった。COPの活用・情報共有の方法を再
検討すること。

口頭説明した内容については、当該情報のＣＯＰ資料入手後には、書画装
置で説明する運用とし、即応センター、ＥＲＣ間でＣＯＰ資料の共有を図る。

15 再処理

官邸からの概況説明のリクエストに対して、時系列的な説明のみでCOP
等を使用した全体を俯瞰した説明ができなかった。

全体概要の説明（15条以降の進展予測を含む）の要求があった場合の説
明内容、使用するＣＯＰ資料を即応センターのガイド（心得）に明確にする。

16 再処理

ERCに送付する資料について、ERCプラント班FAX（受信）機を使用してい
たため、通報FAXとリエゾン資料が混在する時があった。

速報性を重視し、書画装置で写した資料は白黒の資料であればＦＡＸで送
付していたが、リエゾン経由で配布する運用に見直す。

2018年度原子力防災訓練における課題および対策（原子力規制庁コメント）



別紙１

2

№ 区分 課　題 対　策

2018年度原子力防災訓練における課題および対策（原子力規制庁コメント）

17 再処理

リエゾン経由でERCに手渡す資料が両面印刷のため、スキャンする際
に、上下反転した。

リエゾンから配布する資料は片面印刷とする運用にする。

18 再処理

通報連絡について、警戒事象の種別および特定事象の種別にＥＡＬ番号
が記載されていなかった。

通報文の記載例に同内容を追記し、通報文のチェックリストにもチェック項
目として追加する。

19 再処理

全社対策本部の運営について、音声共有システムで緊対所の音声を聴く
運用としていたが、ヘッドホンで聴くのか、スピーカーで垂れ流すのか、運
用を明確にすること。

事業部連絡員が到着するまでの間、ヘッドホンで聞く要員を定める。

20 再処理

全社対策本部の運営について、本部長（社長）が本部の情報共有を仕
切っている場面（発言を認めるなど）が多々あった。

各班からの本部への報告事項については件名と緊急性についてまず発話
し、事務局班長が発話の許可をコントロールする運用を検討する。

21 再処理

記者会見において、「被災者」「汚染者」など聞く側が不安に感じる表現を
していた。

今回の記者会見対応者はもとより、今後の対応者にも聞く側が不安に感じ
る表現を避けて発話すること。また、聞く側の不安を和らげるため、事象の
解決策や多重の対策を説明することを周知するとともに、メディアトレーニ
ングを行い、聞く側を安心させる説明手法を習得できるように訓練する。

22 再処理

記者会見において、発生事象、今後の進展、環境への影響等について詳
細な説明ができなかった。

会見中の15条判断や事象収束などの重要な新規情報を確実かつ速やか
に選別し、会見場へ情報提供する対応者の増員について検討する。
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